
 

 

 

4.3. 自然共生社会 
 

 

（1）現状と課題 

①森林・河川等の保全  

〇森林の面積は、市の面積の約１/３を占めています。平成 30年度時点で、国有林

が 644ha、それ以外の公有林と私有林が 3,708ha の計 4,352haとなってお

り、その約２/３が天然林です。 

〇緑の骨格となるまとまった森林として、市域中央に特別天然記念物野幌原始林を

含む国有林があり、環境緑地保護地区などの保全区域が市内に点在しています。 

〇良好な自然環境を有する森林などについては、その保全を目的として鳥獣保護区

や環境緑地保護地区などに指定され、立木の伐採など自然を損う一定の行為が規

制されています。 

〇令和元年のアンケート結果より、「森林の保全・整備」、「河川の保全・整備」

は重点改善項目（市民の満足度が低く重要度が高い）となっています。 

〇市有林では計画的な森林整備を行っていますが、全体の約８割を占める民有林で

は不在地主も多く、管理が不十分な森林も少なくありません。 

〇市では森林ボランティア等との協働による森林保全を進めているほか、中学校の

授業で間伐や枝打ちなどを行う体験学習を実施するなど、緑を大切にする啓発を

行っています。 

○「石狩川クリーンアップ作戦」に基づき、市職員や市民団体により、河川の草刈

りや清掃等を行っています。 

 

〇森林には、多様な動植物が生息・生育し、水源涵養や二酸化炭

素の吸収など、多面的な機能により私たちの生活を支えている

ことから、今後も適切に保全・管理をしていくことが重要とな

ります。 

 

 
※四捨五入の関係で、内訳と総数が一致しない場合があります。 

図4-9：森林面積の推移 

出典：北海道林業統計（北海道） 
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北広島市の生物多様性 

北広島市は石狩平野の南部に位置し、西に島松丘陵、中央に野幌丘陵、東に恵庭千歳低地と大きく三つの地形

に分けられます。海に面していませんが、島松山などの山地とそれに連なる丘陵、千歳川流域の湿地、水田や溜

池など、規模は大きくありませんが様々な環境が揃っていることから、多くの動植物が確認されています。また、

石狩低地帯のほぼ中央に位置し、永い歴史的な時間を経て、寒地系の生物と暖地系の生物の分布が重なりあった

ことが、北広島市の生物多様性を高めている要因と考えられます。 

②野生生物  

〇市内に生息・生育する野生生物の状況を把握するため、平成 12～30 年度にかけ

て市内で実施された自然環境調査結果や文献を取りまとめたところ、哺乳類 24

種（うちレッドリスト掲載種*6種）、鳥類 222種（うちレッドリスト掲載種

46 種）、爬虫類 6種、両生類 5 種（うちレッドリスト掲載種 1種）、魚類 33

種（うちレッドリスト掲載種 12種）、昆虫 2028 種（うちレッドリスト掲載種

47 種）、その他の動物 4 種（うちレッドリスト掲載種 2 種）、植物 904 種

（うちレッドリスト掲載種 40 種）が確認されています。 

＊環境省レッドリストや北海道レッドリストに掲載されている絶滅が心配される種 

○一方、北海道には自然分布していなかったトノサマガエルやツチガエルの他、外

来生物法に基づく特定外来生物にリストアップされているアライグマ、アメリカ

ミンク、オオハンゴンソウ、セイヨウオオマルハナバチが市内で確認されてお

り、それらの種の定着が問題になっており、アライグマについては、北海道アラ

イグマ・カニクイアライグマ防除実施計画書に基づき、北海道等と連携し、根絶

に向けた駆除を実施しています。 

〇近年、野生鳥獣による農作物被害が増加しているため、市では鳥獣被害防止計画

を策定し、エゾシカ・アライグマ・キツネ・ヒグマ・カラス等への対策を進めて

います。対策としては、防除のための器具に対する購入助成などのほか、猟友会

による駆除を実施しています。 

 

〇貴重な植生や野生生物の生息・生育環境を適切に維持できるよ

う、情報の収集や蓄積などの状況把握を引き続き行うことが求

められます。 

〇一方で、鳥獣被害が近年増加していることから対策を行ってい

くことが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

図4-10：オオハンゴンソウ（左）とアライグマ（右） 

出典：環境省リーフレット「特定外来生物オオハンゴンソウ」および「特定外来生物アライグマ」（環境省） 
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③公園・緑地  

〇市街地では「北広島市緑の基本計画」を踏まえた公園緑地の整備が進められてお

り、平成 30年度末現在、226 箇所、248.47ha の都市公園が供用されていま

す。市民１人当たりの都市公園面積は 42.7㎡で、全国平均の約 4 倍、全道平均

の約 1.1倍の面積となっています。 

〇公園の再整備にあたっては、住民との意見交換会を実施するなど、市民参画の公

園整備・計画の推進に取り組んでいます。 

〇市では緑のまちづくり基金を活用し、学校や公共施設への苗木の提供や、町内会

への花苗の配布など、緑化活動の支援を実施しています。 

〇街路樹については、樹齢 30 年を超える樹木も増え、魅力的な並木が形成されて

いる路線がある一方、台風などで木が倒れたことにより、空いている植樹桝が散

見される区間もあります。 

〇市有林や河川の周辺、公共施設などで、市民と協働で植樹祭を実施しています。 

〇緑のまちづくり条例により、一定規模以上の宅地造成や建物の建築時に緑化に関

する協議を行うこととし、樹木の植栽を促しています。 

 

〇市街地における良好な公園・緑地を維持するためにも、引き続

き、公園整備や緑化を進めるとともに、老朽化対策や維持管理

を進めていくことが重要となります。 

 

 

  
図4-11：公園面積・箇所数（左）と一人当たり公園面積（右）の推移 

出典：【公園面積・箇所数】北広島のかんきょう（北広島市）    

【一人当たり公園面積】都市公園データベース（国土交通省） 

 

  

248.07 248.01 248.01 248.16 248.47

224 224 224 225 226

0

50

100

150

200

250

0

100

200

300

400

500

H26 H27 H28 H29 H30

公園面積 公園箇所数

(ha)

(年度)

(公園数)

41.9 42.1 42.2 42.4 42.7

38.0 38.2 38.8 39.3 39.7

10.2 10.3 10.4 10.5 10.6

0

10

20

30

40

50

H26 H27 H28 H29 H30

北広島市 北海道 全国

(㎡)

(年度)

課 題 
環境施策 

② 

現 状 



 

 

④自然や農とのふれあい  

〇国有林の一部を借り受け整備した、林間学園やアスレチックコース、散策路など

を備えた「北広島レクリエーションの森」、島松の「自然の森キャンプ場」など

があり、市民の自然とのふれあいの場となっています。 

〇緑豊かな森の中に、札幌恵庭自転車道（通称エルフィンロード）が整備され、自

然と親しみながらのサイクリングや散歩、ジョギングに活用されています。また

北広島団地内にも、緑豊かな公園をネットワークする自転車・歩行者用道路が整

備されています。 

〇「農」とのふれあいの場の確保のため、市民農園の整備や活用を支援するほか、

農園マップを配布し、体験農園や農産物直売所などの交流施設の周知を行ってい

ます。 

 

〇豊かな自然が数多く残されているなど市の特性を活かして、自

然や農にふれあえる場の管理や、体験・学習機会の創出が重要

となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4-12 自然の森キャンプ場（左）とエルフィンロード（右） 
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⑤景観づくり・歴史的文化遺産  

〇市では魅力ある都市景観づくりを進め、快適で美しい街並みの形成と維持のため

に、違反広告物の簡易除去を行っています。 

〇届出義務のない事業用太陽光発電施設の設置や開発により、景観の形成や動植物

の生息・生育環境への影響が懸念されています。 

〇郷土の代表的な歴史的遺産として、現存する北海道最古の駅逓所である「国指定

史跡旧島松駅逓所」があり、適切に管理を行い一般公開を行っています。 

〇市内の先人の遺跡や、開拓の歴史を掘り起こして活用を図る、エコミュージアム

構想を進めており、「地域遺産発見バスツアー」などの体験学習や講座を行って

います。 

 

〇景観づくりに対する意識の低下や、事業者による太陽光発電施

設の設置などに代表される新たな景観阻害の動きが出てきたこ

とから、対策が求められます。 

 

 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-13 輪厚川（左）と北広山（右） 
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（2）基本方針 

「ひとと自然が調和したまち」の実現に向け、森林をはじめとした動植物の生息・生育環境を守り、

市民が豊かな自然に気軽にふれあえる環境づくりや良好な景観を維持していくための対策を進めま

す。 

 

（3）取組内容（環境施策） 

①動植物の生息・生育環境の保全  

1）豊かな森林・河川環境の保全  

●仁別・三島の森や富ヶ岡の森に代表される市有林を保全し、維持管理を実施します。 

●民有林の所有者に対し、公的な支援などの情報提供を行い、森林整備を促進します。 

●森林ボランティアによる市有林の森林整備を継続して実施します。 

●森林整備の一端を担う森林ボランティアへの支援を実施します。 

●北海道などと連携し、環境緑地保護地区、鳥獣保護区などの豊かな自然を残す森林の

保全に努めます。 

●森林環境譲与税を活用した森林経営管理制度による森林整備を実施します。 

●石狩川クリーンアップ作戦に基づき、河川空間の清掃等を実施します。 

●河川改修の際には、自然環境に配慮した改修に努めます。 

●河川への油類の流出防止に努め、河川管理を促進します。 

●条例等に規制のないさまざまな開発に対し、景観や動植物の生息・生育環境に配慮し

た開発となるよう、ガイドライン等の作成について検討します。 

 

 

 

2）地域の動植物との共存  

●市内の植生や野生生物の生息状況について、調査と情報収集に努め、生態系や貴重な

動植物を保護するための対応策を検討します。 

●アライグマなどの特定外来生物の根絶に向けた捕獲を実施するとともに、調査を検討

します。 

●エゾシカ等の野生生物と共存していくため、北広島市鳥獣被害防止計画に基づき農作

物への被害を防止するほか、個体数管理を推進します。 

●野生動物について、安易な餌付けを行わないよう、周知します。 

 

  



 

 

②緑化の推進、公園・緑地等の確保と維持管理  

1）公園・緑地の整備と維持管理  

●市民のニーズを踏まえた公園施設の改修と維持管理を実施します。 

●北広島市公園等里親制度を活用し、公園・緑地の維持管理を市民と協力して実施しま

す。 

 

 

2）街路樹の整備と維持管理  

●街路樹の現状を把握し、剪定や補植等を行うとともに、必要に応じて再整備するな

ど、魅力ある並木づくりに努めます。 

 

 

3）緑化の推進  

●公共の場である市の施設や公園の緑化を推進します。また、街路樹の植栽、補植によ

り緑化を促進します。 

●市民参加による植樹を実施します。 

●緑化協議を継続し、事業所敷地内の緑化を促進します。 

●緑と花のある美しいまちづくりを推進するため、市民の参加による公共施設や街路樹

桝への花苗植栽等の支援を実施します。 

 

 

４）農地の保全  

●農地・農業資源の維持を図るため、農地の多面的機能を維持する活動に対する支援を

実施します。 

●環境に配慮した営農活動に対する支援を行い、環境保全型農業を推進します。 

●大雨等の自然災害による農地被害の軽減を図るため、農業用排水機場や排水路などの

施設の維持保全に努めます。 

  



 

 

③自然や農とのふれあいの増進  

1）自然とのふれあいの場の確保  

●レクリエーションの森や自然の森キャンプ場など、自然とふれあえる施設をより快適

に活用できるよう、維持管理を実施します。 

●野鳥や昆虫、植物の観察会など、さまざまな自然体験の講座を実施します。 

●自然に関するパンフレットや、市内の動植物を紹介するガイドマップなどの作成を実

施します。 

 

 

2）農とのふれあいの場の確保  

●市内の市民農園や体験農園に関する情報提供を行い、市民の利用を促進します。 

●農業への理解促進を図るため、6次産業化やグリーンツーリズムによる農業の魅力や

価値を伝える取組を促進します。 

 

 

④地域に根ざした景観、歴史的環境の保全  

1）魅力的な景観の保全と形成  

●花のまちコンクールや園芸教室などの開催を通じて、個人宅の緑化などを含めた市民

の景観づくりの意識啓発を推進します。 

●よりよい景観の確保のため、屋外広告物に関する指導に努めます。 

●他の条例等に規制のないさまざまな開発に対し、景観や動植物の生息・生育環境に配

慮した開発となるよう、ガイドライン等の作成について検討します。 

 

 

2）歴史的文化遺産の保全と活用  

●旧島松駅逓所を中心とした史跡公園整備を検討します。 

●文化財・郷土資料など地域に存在する資源の活用を図り、情報発信や郷土学習を実施

します。 

●特別天然記念物野幌原始林の適切な保存を実施します。 

 

  



 

 

（4）成果指標 

指標 実績値（2018年度） 目標値（2030年度） 

自然観察会への参加人数 85 名 300 名 

森林の保全・整備の満足度（アンケー

トによる） 

46.8％ 70.0％ 

河川の保全・整備の満足度（アンケー

トによる） 

47.3％ 70.0％ 

アライグマの捕獲数 141 頭 増加 

アライグマによる農業被害額 3,056 千円 軽減 

エゾシカによる農業被害額 5,383 千円 軽減 

 

 

（5）市民・事業者の役割（行動指針） 

①市民  

●森林や河川の保全のためのボランティア活動への参加に努めます。 

●野生動物にえさを与えません。 

●自然観察会などのイベントへの参加に努めます。 

●外来種被害予防三原則「入れない」「捨てない」「拡げない」を守ります。 

 

 

②事業者  

●開発事業を行う際は、動植物の生息・生育環境や景観に配慮するよう努めます。 

●事業所の敷地内の緑化に努めます。 

●外来種被害予防三原則「入れない」「捨てない」「拡げない」を守ります。 

 

 


